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（開会 午後６時００分） 

都市計画課長 皆さんおそろいですので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、年度末のお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうござ

います。 

 人事異動について、ご報告をさせていただきたいと思います。新たに池

袋警察署長に就任されました劔持一弘様でございますが、本日は欠席とな

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 豊島区のほうで、ご紹介がまだおくれていましたが、呉副区長が昨年の

７月に就任をされておりますので、本日はご挨拶を申し上げたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

副区長  副区長の呉でございます。今、紹介がありましたように、私は昨年の７月

に着任をさせていただきました。その後、この都市計画審議会を開催して

いただいていますけども、予定がどうしても合わずに、ご挨拶もできず大

変申しわけございません。また、この遅い時間に、お忙しいところお集ま

りいただきまして、どうもありがとうございます。  

 着任しましてから、都市計画を含め、まちづくりを担当しております。

豊島区の最近の近況なども含めて、少しだけお話をさせていただきたいと

思います。 

 豊島区は、５年前に消滅可能性都市に挙げられたことをきっかけに、い

ろいろとまちづくりの政策を立て直しまして、特に、文化を基軸にしたま

ちづくりや、女性や子供たちに優しいまちづくりということに力を入れて

おります。特に今年は、いろんな面で多くの行事や事業が重なるような年

になっておりまして、まさに豊島区の新しい時代を迎える年になっている

と感じております。 

 文化におきましては、東アジア文化都市２０１９という、日中韓の、国

際間の国家的な文化交流事業の日本の代表都市に豊島区が選出されまして、

今年の２月１日に参加国の関係者が集まりまして開催式典を開催させてい

ただきました。今年の１１月まで、１年間にわたりまして、１００を超え

る多彩な文化交流イベントを区内の各地で開催して、国内外からのお客様

に来ていただいて楽しんでいただく取り組みをしております。ハードの整

備につきましても、これまでいろいろと準備をしてきた事業がちょうど完

成する時期に重なりまして、この庁舎は４年前に完成いたしましたが、そ
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の後の跡地の開発が今進みまして、複合ホールとオフィスを中心にした開

発でございますが、跡地の前にある中池袋公園の再整備も含めて、ことし

の１１月にプレオープンをします。今、建物のほうも大分建ち上がってき

まして、外観は見ていただけるようになりました。 

 それから、池袋西口のほうにつきましても、西口公園、これは東京都の

芸術劇場の隣にある公園でございますが、これが屋外で演劇やコンサート

ができるようなしつらえを持った文化の発信拠点となるような、これまで

にない公園として今リニューアルの整備をしております。これも１１月に

オープンをする予定で、屋外で、区内外の皆様に、身近に、気軽に、文化

にふれあっていただけるような場所として整備いたします。 

 それから、造幣局の跡地、ここも、これから防災公園の整備に着手いた

します。来年の春ごろには完成する予定で整備いたしまして、もちろん災

害時には防災の拠点となるような設備の整備もいたしますし、平時には、

多くの方々に楽しんでいただけるような公園として整備をいたします。ま

た、これら公園を中心に、池袋のまちを広げたいと思っております。公園

をつなぐように、電気バスの運行もことしの１１月からスタートするとい

うことで、さまざまな事業に取り組んでいるところでございます。 

 一方、区内の各地に広がっております木造住宅密集地域、いわゆる木密

地域につきましても、これまでも、かねてから区としましては、中央公園

の整備であるとか生活道路の整備、あるいは不燃化のための老朽住宅の除

却とか建物への助成、あるいは共同化の支援をしてまいりましたし、これ

からも一層取り組んでいきたいと思っておりますが、いずれにしましても、

こういった個々の事業を進める上では、それぞれのマスタープランをしっ

かりつくり、それに沿って進めていくということが大変重要でございます。

本日、報告事項は３点でございますが、池袋駅周辺の地区計画の見直しや、

豊島区の都市づくりビジョンの改定、これは大変重要な計画だと思ってお

ります。また、密集市街地の関係でも、今、東長崎駅北口では、地権者の

方々が共同化の勉強会、計画づくりに取り組んでおりますので、そういっ

た報告をさせていただきます。 

 いずれにしましても、忌憚のないご意見をいただきまして、今後の豊島

区を一層安全安心で、また賑わいのあるまちづくりにしていきたいと思っ

ておりますので、ご指導いただきたいというふうに思います。 
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 大変遅い時間になりまして恐縮でございますが、よろしくお願いいたし

ます。 

都市計画課長 ここで、呉副区長におかれましては、次の公務がございますので、退

席をさせていただきます。 

副区長  どうぞよろしくお願いいたします。 

都市計画課長 事務局からは以上になります。 

 次からの進行を、中林会長、よろしくお願いいたします。  

会長  それでは、第１８３回豊島区都市計画審議会を開会します。議事日程に従っ

て進行してまいりたいと思います。まず、委員の出席状況について、事務

局より報告をお願いします。  

都市計画課長 本日の欠席でございます。定行委員、小泉委員、髙𣘺直人委員、剱持

委員より、事前に欠席の旨、ご連絡をいただいております。また、長倉委

員より、遅れて見えるということで、ご連絡をいただいております。 

 したがいまして、本日の審議会でございますが、委員の半数以上の出席

をいただいているということでございます。豊島区都市計画審議会条例第

７条第１項に規定する定足数を満たしているということを、ご報告させて

いただきます。 

 以上でございます。 

会長  ありがとうございます。本日、定足数は足りているということで、審議会は

成立でございます。 

 それでは、続きまして、本日の議事について、事務局より説明をお願い

いたします。 

都市計画課長 先ほど、呉副区長の話もございましたが、本日の議事でございます。  

 報告案件、３件を予定しております。  

 １点目「池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の見直しについて」、

２点目「区域マスタープラン及び豊島区都市づくりビジョンの改定につい

て」、３点目「東長崎駅北口周辺地区まちづくりについて」の３件でござ

います。よろしくお願いいたします。  

会長  それでは、本日、都市計画審議会への傍聴希望はございますでしょうか。お

知らせください。 

都市計画課長 審議会の公開でございます。本日は、傍聴はございません。  

会長  原則公開ということでございますけれども、本日は傍聴の方がおられないと
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いうことで、このまま進めさせていただきたいと思います。  

 それでは、初めに報告１です。池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計

画の見直しについての説明をお願いいたします。  

都市計画担当係長 都市計画担当係長の山口でございます。私のほうから、報告１、

資料第１号についてご説明させていただきます。  

 池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の見直しについて説明会を１

月１５日、ＩＫＥ・ＢＩＺで、１月１６日、センタースクエアで、それぞ

れ夜間に開催させていただきました。初日は約２６０名、２日目が約１７

０名の参加を得ております。主なご意見ですけども、地域で一律に制限す

るのか、地域の特性に合わせて区域を分けるのか、風俗等に対する規制の

強化について、西口再開発との関係性について、現状の建物についても規

制がかかるのか、この地区計画による収用はあるのか、対象範囲が広いた

め、住民の意見を十分に聞き丁寧に進めてほしい、形態・色彩・意匠につ

いて、サインや色彩等を全て統一しなければいけないのか、木密地域の課

題解決が優先ではないか、壁面後退した敷地の扱いについて、敷地が小さ

い場合でも壁面後退は適用されるのか等のご意見をいただきました。その

後に、２月５日から２月２０日にかけてアンケート調査を行いました。ア

ンケートの配布に関しては、地区計画の新たな区域全体を対象にポスティ

ングと、登記簿謄本から洗い出した地権者について郵送と、二つの方法で

行っております。対象範囲は右の図のアンケート配布対象範囲でございま

す。配布の枚数ですけども、居住されている方または営業されている方へ

のポスティングは約８，０００通。土地または建物を所有されている方へ

の郵送は、約４，０００通でございます。回答状況は、約１，０００通の

回答があり、現在、結果の取りまとめ等を行っております。今後のスケジ

ュール等ですけども、本日の審議会に報告をさせていただいた後、今年の

７月に都市計画審議会へ報告と地区計画のたたき案に関する説明会の開催、

９月に都市計画審議会へ報告、都市計画原案の説明会、公告・縦覧、意見

募集を行い、１１月に都市計画審議会へ報告をして、都市計画案の公告・

縦覧、意見募集をいたします。そして、来年の１月に審議会で付議をさせ

ていただきまして、都市計画決定をしたいと考えております。  

 以上です。 

都市計画課長 補足をさせていただきます。今回の見直しの報告は、昨年の１２月の
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第１８２回都市計画審議会で報告をいたしましたものの追加の報告という

趣旨でございます。 

 また、事務局の不手際で大変恐縮でございますが、事前の資料の確認の

ほうをさせていただいておりませんでしたので、資料の確認を今、できれ

ばさせていただきたいと思います。  

 事前に配付している資料と席上に配付している資料がございます。席上

配付については、報告２の資料第１号「都市計画区域マスタープランの改

定について」、それから報告３の資料第１号「東長崎北口周辺地区まちづ

くりに関わる今後の取組み」についてでございます。こちら、ご確認いた

だきたいと思います。また、事前配付資料をお持ちでない方も、お申し出

いただければと思います。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

会長   それでは、報告１について資料１の説明がございました。あと、参考資料

１号、２号、３号がありますが、これは、まず資料１について皆様からご

質問等を伺ってからということでよいのでしょうか。それとも今から説明

でしょうか。 

都市計画課長 参考資料については、参考ということで見ていただきたいと思います。

あえて説明はしない予定ではございます。  

会長  はい。わかりました。  

 それでは、参考資料は特段、今、説明はしないということですので、そ

れも含めまして、ご質問あるいはご意見があれば承りたいと思います。  

 いかがでしょうか。どうぞ。  

委員  地元の方から、この地区計画についてご意見を伺っています。それで、これ

だけ、今回もアンケートで約１，０００通の回答があったということなん

ですけれども、やはり、この手の説明会にしてはすごく参加者も多くて、

やっぱり直接利害にかかわるというのか、ご自分のところの建物をどうや

ることができるのか、今、自分が計画している建物が建てられるか建てら

れないかの瀬戸際みたいな形でご相談を受けたりもしているんですけれど

も、そういう意味では、きちんと地区計画の位置づけとかを含めて伝わっ

ているのかどうかというと、私、お話を伺えば伺うほど、ちょっと違うん

じゃないかなと思うようなところもいっぱいあるんですけれども、その辺

で十分な説明ができているのかどうかというところを、ちょっと確認した
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いんですけど。 

都市計画課長 今回の説明会、それからアンケートについて、我々の想像以上な反響

だったというふうに認識をしております。新たにかける地区計画というよ

りは、変更ということではございますが、それにしてもわかりづらかった

というところ、あるいは、近隣で、特に西口なんかは再開発のお話が出て

おりまして、再開発をやるんじゃないかという認識でいらっしゃった方も

たくさんおりました。先ほどスケジュールについて説明をさせていただき

ましたが、当初は、今年中に付議ということを目的としておりましたが、

もう一度説明会を開いて、もう一度皆さんのご意見を踏まえて、それから

都市計画手続に入っていきたいと思います。反響が想像以上だったこと、

それから、理解が十分にされていないということは、私ども認識しており

ますので、手続を少し慎重に、丁寧にやるように変更したところでござい

ます。 

委員  区域も、再生緊急整備地域をそっくりそのままというふうに言われています

けれども、例えば、補助１７２号線西池袋道路で既に開通をしているとこ

ろだから、かなりセットバックをされたりして、道路に土地を提供した方

なんかもこの区域に入っちゃっているものですから、従来とどうなのかと

いうことも含めて、そもそもの、なぜこの地区計画かという、やっぱりそ

の辺のところが、余りにもご自分の利害とかかわってくるから、ご自分の

土地の建築制限がかかるということで非常に不安に思っていらっしゃる。

それから、その地域の地区計画は、緊急整備地域というふうに初めから決

まっているわけなんですね。  

都市計画課長 地区計画の範囲と緊急整備地域の範囲は初めから決まっているという

話ではないんですね。今回、一部地区計画のラインと緊急整備地域のライ

ンを合わせたところがあるというところですので、全く一緒というわけで

はございません。 

 それから、地区計画の趣旨ですが、行政が一方的に決めるという話では

なくて、皆さんのご意見を聞いて、共通の認識のもとで決めていくまちづ

くりのルールですので、丁寧にこれからもやっていきたいと思います。 

委員  ぜひ丁寧なご説明と、やっぱり、地区計画が一体何のためにあるのか、どう

いうものなのか、それから今までのさまざまな都市計画道路だとか、再開

発もそうですけれども、そういうものとの関連も含めて、やはり丁寧な説
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明をしていただかないと、本当に、かなり驚いているというか、皆さん、

そういう、どうなっちゃうんだろうという、緊急整備地域ということは、

つまり重なるところが多いところ、それなりの土地の評価もあるところで

すから、それなりの収益性のある建物が建てられる場所というのもありま

すから、余り、緩和と制限と両方、地区計画ってあるんだけれども、制限

が余り強くなると、地権者としてはなかなか理解できないというところも

あるし、その辺のところの基本的な説明は、やっぱり物すごく丁寧にして

いただかないと、みんなで決めていくって、ある程度、説明会をやって積

み重ねていけば、その方向で大体決まっていくことになりますから、全く

根本から覆るということはないですから、やはり丁寧な説明をぜひ、きち

んとやっていただきたいということだけは要望させていただきます。  

会長  よろしいでしょうか。どうぞ。  

委員  私、２日間、傍聴をさせていただいたのですが、やはりすごい人数で、圧倒

されたというのが率直な感想です。それで、やっぱりご発言の方々にとっ

ては、この地区計画がどういうイメージになっていくのかとか、みずから

の財産、これから建てるんだけれども、ここはどういうふうになるんだろ

うかとかという、そういうような、本当に具体的なお話が出たりとか、あ

るいは、商店街という街を形成している中で、まちづくりというのは、特

に商店街なんかは、画一化されるんじゃなくて、いろいろなものがあって

いいんじゃないかとか、そういうようなご発言なんかもあって、印象的な

部分もあったんですけれども。一つ伺いたいのは、イメージとした参加者

が圧倒的に西池袋の方が多かったように思うのですが、ここら辺はどうな

んでしょうか。東池袋地域の方なんかのご参加というのもあったんでしょ

うか。 

都市計画課長 説明会は２回に分けて開いております。１回目がＩＫＥ・ＢＩＺです

ので西口のエリア、当初１００名ぐらいを想定していたのですが、２６０

名もの方に来ていただき、資料もなくなった状態でございました。それで、

２日目が庁舎１階のセンタースクエアで、１７０名、やっぱり多かったの

かなと思っております。西口のほうが圧倒的に多かったというのは、やっ

ぱり西口の開発が余りにもアナウンスされている、周知されているところ

があり、次は自分のところに開発が来るんじゃないかという印象をお持ち

の方が多く参加されたのかなと思っております。  
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委員  そうは言っても、東側にとっても、何というんでしょうか、今、まちづくり

懇談会が池袋駅のすぐ前当たりのところ、グリーン大通りのところ近辺で

もやられているわけですから、東口にとってもやっぱり地区計画がどうい

う形になっていくのかというのは、それなりに興味というか、あってもい

いのかなというふうに思ったのですが、ただもう一つ、東池はもういろん

なことをされてますから、何が来ても驚かないとという、そういう印象が

あるんじゃないかというような感じも正直言ってしたのですが、そこら辺

はいかがでしょうか。 

都市計画課長 皆さんの声を聞く範囲では、東口の方も当然いらして、東口の方も、

地区計画というよりも再開発を区がしかけているんじゃないかという認識

をお持ちの方が大半だったような気がします。 

 それで、私どものほうは、地区計画ですので、今後、建て替えの際のル

ール化だとか、長期的なまちづくりの方針なんですよということを、丁寧

にお話をさせていただいた次第でございます。  

委員  確かに、丁寧というか、建てかえのときに影響してくるんですとか、それか

ら、まちなみの、ある程度、高さ制限とか、それから、奇抜な色は出さな

いとか、そういうふうなご説明というのはあったと思うんですけれども、

何というんでしょうか、ずっと傍聴しての感想というのは、やっぱり、み

んなでどういうまちをつくっていくかという、そういうような話よりも、

そうじゃなくて、区の決定していることに対して、いや、こうじゃないか

とかというような印象がすごくありまして、さっき委員さんのお話もあり

ましたけれども、やっぱり、もっともっと、皆さんはどういうまちづくり

を望んでいるのか、どういう地区計画というか、それで規制をかけていっ

たほうがいいのか、あるいはしないほうがいいのかという、そういうよう

なことも含めて、ちょっときちんと話し合った上で進めるべきなのかなと

いう思いを感じました。 

 それで、そういう点で、もう一つ伺いたいのは、例えばどういう意見が

出たかという議事録の関係で言うと、都市計画道路１７２号線の歩道拡幅

についてというような質問に関しては、貴重なご意見として頂戴するとい

うご答弁をされているんですけれども、これは、具体的にはどういう意味

合いで、こういうご答弁をされているんでしょうか。こういう中で、こう

いうご意見が出たときに、これを具体的にどういうふうに反映させていこ
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うとしているのか、そこら辺に関してはいかがでしょうか。  

都市計画課長 その１７２号線のお話は、地区計画のエリア外で、１７２号線の買収

のときの話をされていましたので、その話はその話として、今回の地区計

画には参考にさせていただくというような回答を申し上げた次第でござい

ます。したがいまして、今回の地区計画の内容について、直接的にお話を

していることではないということでございます。  

委員  区民の方が、やっぱりああいうところにおいでになられて、具体的に、日常

的に感じている部分のご質問をされたんだと思うんです。それで、確かに

今回の、いわゆる駅周辺の地区計画をかけるところとの関係では、地域的

には違いますけれども、やっぱり区民の皆さんの意見との関係で言うと、

関連のところね、今１７２号線はまさに木密の絡みで、今回これからご報

告があるんだろうと思うんですけれども、そういうところにも影響を及ぼ

す話だろうと思うんです。それは、担当側としては、そこを担当している

ところに、こういう意見が出てきたとかというような情報を共有化すると

かというような働きかけはされているんでしょうか。  

都市計画課長 当然、区の内部の話ですので、情報共有は当然してございます。また、

地区計画、この話をどれぐらい丁寧にやるかという話だと最終的には思っ

ております。この地区計画そのものが、既にもう施行されている、今回変

更であるということを踏まえると、２年も３年もこう「まちづくりとは」

という話をして決めるというのは、なかなか難しいのかなというふうに考

えております。 

委員  確かに、資料を見ますと、２９年の段階でも、２９年も何回かご説明があり

ますし、それからこの間、いわゆる駐車場がどうなのかとかという調査を

するとか、私たちはさまざまな機会にそういう話というのは伺わせていた

だいています。でも、この間の説明会のときの意見に関しては、やっぱり

率直に、さっきもおっしゃられていましたけれども、再開発と絡めて今回

の地区計画の中身を受けとめるとか、やっぱり日常的に住んでいる人が、

「既にもう何回もやっているんですよ」という、そういう説明というのは多

分、受けとめられない部分というのはたくさんあるんだろうと思うんです。

特に印象的だったのは、さっきも言いましたけれども、これから新たに家

を建てるんだと、改修をしていくんだとかという方にとって、今回のこう

いう説明というか地区計画はどういうふうに影響するのかという、そうい
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う切実な声も質問としては出されていたようにも思うんです。今回の対象

が８，０００軒ですか。お手紙を出したのが４，０００通とかというよう

なことでは、相当エリアとしては広いわけで、対象者も広くて、その人た

ちの個々の認識というのはいろいろだろうというふうに思うんです。そう

いう点では、何回目かのという感覚というのは、私は、直接携わっている

区の方はそうかもしれませんけれども、やっぱり住んでいる人たちにとっ

ては、そういう感じだけに全部受けとめるわけにもいかないだろうという

ふうにも思いますので、やっぱり十分な説明、それから十分な意見聴取、

その上で、こういうような形になるとこうなりますという、本当に納得し

ていただけるような働きかけは必要なんじゃないかというふうに思います

が、いかがでしょうか。 

都市計画課長 おっしゃるとおり、ごもっともだと思います。それで、説明会の場で、

個別具体的な建てかえ計画で自分ちがどうなるのかという話はなかなかし

づらいところもございます。前回は素案も提示できない状況でしたので、

それ以上の話ができなかったのは事実でございます。次回の説明会では、

個別具体的な話を個別に相談できるような場もつくりたいと考えておりま

す。 

委員  結構です。 

会長  よろしいでしょうか。いずれにしても、今回、地区計画の変更と言っていま

すけれども、要は区域拡大なんですよね。だから、このエリアの方たちに、

より十分に説明をしていただけるように努力していただきたいことと、地

区外も含めて関係権利者がおられると思うのですが、その方に４，０００

軒で郵送されて、アンケートがそのうちどれぐらい返ってきたのかは、集

計して、後日、説明をされるんだろうと思うんですけど、次回かな、その

方たちにもしっかりと説明をしていただくということが大事だと思うんで

すね。特に、今後、このまちづくりに関連して建物を建てかえるとか、い

ろいろなまちづくりのハード面での動きというところには、関係権利者の

皆さんの意向というのは非常に重要なかかわりを持ってきますので、そこ

には、今回のアンケートでどれぐらい応えられるかわかりませんが、その

後、そうしたアンケートをベースにして、変更する地区計画区域だけでは

なく、その中身ですよね、それについては今、ご質問等、ご要望等があり

ましたように、よりしっかりと伝えていくというようなことをやっていた
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だければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

委員  中川です。今の、前の平成１８年の地区計画の計画当初のほうを見て、やっ

とわかってきたのですが、要は、１８年と、それから今回のところで、何

がこう違ってきているのか。例えば、前のやつで言うと、高さの最高限度

というあたりは必ずしも入っていなかったですよね。それから、斜線制限

を緩和しますというのも、今度の地区計画で提案されようとしている。そ

れから、地域貢献による容積率の緩和というのも今回新しく入れられよう

としている。要は継続しているもの、継続している中で言うと、最低敷地

面積１００㎡の話だけがあるのですが、前の地区計画では２００㎡の話も

あった。２００㎡がなくなったのか、要は、その違いみたいなものをちゃ

んと明示されて説明されないと、私なんかはちょっとわかりづらいと。前

もあるから、今度はこうですよというだけではなくて、ここら辺をこうい

う趣旨のもとで変えていきましたというようなご説明も、具体的な内容に

入っていったときにはされたほうがよろしいのではないのかなというふう

に感じました。 

 以上です。 

会長  今の点はよろしいでしょうか。  

都市計画課長 ご意見ありがとうございます。最低敷地面積については、変更しよう

というような趣旨は今回はなかったのですが、例えばグリーン大通りに面

するところは今も２００㎡ですし、それを１００㎡に最低敷地を変えると

いうような考えは、今のところございません。それ以外のところで、主要

街路に接するところは１００㎡という最低敷地の面積の制限があるのです

が、そこを、それをどれぐらいまで、どこまでそのエリアを拡大するのか、

あるいは拡大しないのか、それは今後の議論ということになるかと思いま

す。おっしゃるとおり、今回、主に検討を進めたいのは規制緩和、公共貢

献をきっかけにした規制緩和についてどれだけ認めていくのか、あるいは

認めていかないのか、こういったところはじっくり議論をさせていただい

て、方向性を示していきたいというふうに考えています。  

会長  よろしいでしょうか。次回アンケートの結果を踏まえて、今、最後に中川職

務代理から、ご要望というかご意見がありましたように、既にあった地区

計画区域についてはどういう変更になるのか。新しい地域についてはどう
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いうふうに入るのか。また、地区ごとに若干規制が変わることもあり得る

ので、そういう地区計画の素案というのでしょうか、そうした形できちん

と示していただくことで、議論をしていければというふうに思っています。

よろしいでしょうか。 

（な し） 

会長  それでは、報告１につきましては、ただいまいただいた意見を参考にして、

今後、進めていただければと思います。  

 それでは、次に報告２です。区域マスタープラン及び豊島区都市づくり

ビジョンの改定について、この説明をお願いいたします。 

都市計画担当係長 報告２について、私のほうから説明させていただきます。まず、

資料第１号、都市計画区域マスタープランの改定についてをご覧ください。

２年前の９月に東京都が策定した都市づくりグランドデザインを受けて、

昨年の２月に、東京都都市計画審議会で、東京における土地利用に関する

基本方針について諮問され、土地利用調査特別委員会が設置されました。

そして、９月５日に、東京における土地利用に関する基本方針の中間報告

が出され、９月６日から１０月５日にかけてパブリックコメントが実施さ

れました。９月１４日、土地利用に関する基本方針、区域マスの改定等に

ついて、第１回目の区市町村説明会が開催されました。１０月３０日に開

催された第２回区市町村説明会では、区域マスにおける各拠点の位置づけ、

都市開発諸制度活用方針の改定について説明がありました。１２月１２日、

第３回区市町村説明会では、区域マスにおける地域の将来像と、同じく都

市開発諸制度活用方針の改定について説明がありました。その後、２月６

日、東京都都市計画審議会にて「東京における土地利用に関する基本方針

について」が答申されました。そして、先だってですけども、３月２０日、

第４回区市町村説明会がございまして、区域マスの改定に向けた進め方に

ついてと、都市開発諸制度活用方針の改定についての説明があり、本年の

７月ごろ、区市町村説明会で区域マスの改定のたたき案が出される予定で

す。そして、１２月頃、区市町村説明会で区域マスの改定案が出され、来

年の３月頃に、区域マス都市計画素案が取りまとめられ、２０２０年度に

都市計画原案及び案の公告・縦覧、意見募集、そして、東京都の都市計画

審議会へ付議、都市計画決定・告示という、都市計画の手続が行われる予

定になっております。 
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 資料２をご覧ください。それを受けまして、区としては、豊島区都市づ

くりビジョンの改定を考えております。豊島区都市づくりビジョンの改定

の経緯ですが、先ほど申し上げましたように、東京都の都市計画の上位計

画であります「都市づくりのグランドデザイン」を受けて、「東京におけ

る土地利用に関する基本方針について」が策定される中で、これらを踏ま

えて、東京都では、都市計画区域マスタープランや都市再開発の方針など

の３方針を初め、都市づくりに関する各方針や運用基準等の上位計画の改

定を予定しております。 

 豊島区においても、東京都の各上位計画の見直しと整合を図り、各地域

で進められているまちづくりを推進し、目標とする都市像を実現するため、

来年度から２年間かけて、「豊島区都市づくりビジョン」の部分改定を行

いたいと考えております。  

 ２としましては、改定の検討体制でございます。豊島区都市づくりビジ

ョンは、策定から１０年後の２０２５年に見直しを行う予定となっており

ますが、今回、東京都の各上位計画の見直しに合わせ、おおむね５年後の

２０２０年に部分改定を行うという考え方でございます。 

 豊島区都市づくりビジョンの改定は、東京都の各上位計画の見直しとの

連携・整合が必要不可欠であることから、豊島区都市計画審議会の都市づ

くり専門部会を活用して検討を進め、適宜、都市計画審議会に報告を行う

ということを考えております。  

 今後のスケジュールでございますが、２０１９年度、庁内関係各課へ意

見照会及びヒアリング、都市づくり専門部会の開催、そして都市づくりビ

ジョンの改定（素案）の作成を予定しております。 

 ２０２０年度は、庁内関係各課への意見照会及びヒアリング、都市づく

り専門部会の開催、豊島区都市づくりビジョン（案）作成及びパブリック

コメントの実施、そして都市計画審議会に諮問を行った後、都市づくりビ

ジョンを改定したいと思っております。  

 次に参考資料第１の３ページをご覧いただき、調査・検討内容として今

までの中で載せていたものに追加として、東京都の区域マスタープランに

関することに、東京における土地利用に関する基本方針を含むということ

を追記させていただきました。また、豊島区都市づくりビジョンに関する

ことを新規に追加して、専門部会で対応させていただければと考えており



14 

ます。 

 説明は以上で終わります。  

会長  説明は以上ということでございます。 

 ただいまの説明に関連して、ご質問、あるいはご意見等がございました

ら承りたいと思います。いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

委員  では、すみません。本当に、ちょっとここのところの勉強は全くしないまま

参加をしました。それで、今のご説明を受けて、何が具体的にどういうふ

うになっているか、上位計画との関係とか、そういうのは、流れの中では

よくわかるんですけれども、率直に言えば何を質問していいかもわからな

いんですけど、全体像がつかみ切れないというのが率直な思いです。もう

ちょっとこう、何がどういうふうに、どうなるんですよというのを教えて

いただけるとありがたいなと思います。  

都市計画課長 大変申しわけございません。都市づくりビジョンは２０１５年に策定

いたしました。豊島区の都市計画マスタープランです。本来ですと、１０

年に１回、２０２５年の更新でございます。ただ、今回は２０１５年以降

に、例えば池袋の駅周辺が特定都市再生緊急整備地域に指定されたことや、

先ほど説明しましたが、東京都の上位計画の変更、また後ほどご説明しま

すが、東長崎でのまちづくりの動き、こういった動きを的確に捉えて、部

分的に都市づくりビジョンを改定して対応していこうという趣旨でござい

ます。 

委員  そうすると、基本的な流れというか方向づけというのはよくわかるんですけ

れども、こういう形のことが具体的に進む中で、それこそ東京都の上位計

画に基づいて、区が具体的に、それぞれの地域との関係では改定をしてい

くと。それで、そういう改定が、住民さんとの関係でどういうふうになっ

ていくのかという、そこら辺の部分が一番大事なんじゃないかと思うんで

すけれども、少なくとも、この報告に関しては実務的な流れ、それから専

門家の方が入って、まちづくりをどういうふうにしていこうかという、そ

ういうようなことを検討されるというのはよくわかるんですけれども、じ

ゃあ、対住民との関係を含めて、どういうふうに今後運営をしていく、進

めていこうと考えているのか。それから、地域の人たちのいろんな声をど

ういうふうに吸い上げようと考えているのか、そこら辺との関係というの
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はあるんですか。 

都市計画課長 資料２号に今後のスケジュールをお示しして説明させていただいてお

りますが、今年度については、都市づくり専門部会で議論をさせていただ

きたいと思っております。そこでの議論については、公にできるものにつ

いてはしていきたいと思います。それで、２０２０年度、再来年度に、案

ができた段階で、パブリックコメントを実施し、区民の皆さんのご意見を

聞いていきたいと思います。  

 全面改定ということであれば、例えばワークショップだとか、そういっ

たことも考えられると思っておりますが、部分改定でございますので、パ

ブリックコメントでの意見聴取をメインに考えていきたいと思っておりま

す。 

委員  私はやっぱり部分的だろうが何だろうが、この間、再開発の問題とか、それ

から東池袋四・五丁目地域のさまざまな工事というか、いろいろなものを

変えていく、整備をしていくという経過の中で、その都度、住民の地方々

が混乱せざるを得ないという、そういう状況を考えたときに、やっぱり、

ある程度ここで固めて、それを住民の方に示すというだけではなくて、今

住んでいらっしゃる方々とか、そこで仕事をされている方々が、どういう

ようなまちづくりを必要と考えているのか、どういうふうなことを日常的

に感じているのかというのを、やっぱり常時、情報としてきちんと受けと

めながら、総合的にこちら側の考えを示し、住民側のお考えを聞きながら

具体的にやっていくというのが基本的な姿だろうというふうに私自身は思

っています。具体的に言えば、ここのＣ地区なんかは、直接は自分たちに

は再開発が関係ないだろうと思っていたという方が、ある程度、かなり進

んだ段階で、え、これは他人事ではないと気がつくとかという、そういう

ような状況というのは現実にありますので、やっぱりそういうところでは、

本当に慎重にやっていただきたいというふうに私自身は思っています。こ

れはもう要望ということで結構ですから。すみません。  

都市計画課長 では、ご要望を受けとめまして、何ができるかを検討してまいりたい

と思います。 

会長  先ほどの池袋駅周辺の地区計画変更では、ポスティングによる全戸配布での

アンケートをして、回収は１，０００票、多いか少ないか、それは判断次

第ですけども、今の報告２のほうの都市計画マスタープランである、豊島
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区都市づくりビジョンの改定については、特に区民の意見を伺うというよ

うな、区政、区民世論調査とか、そういう類のことを個別に質問するとい

うような形での意向調査はしないと。公聴会、要するに、パブコメ的な意

見は聴取すると、そういう理解でよろしいということでしょうか。  

都市計画課長 現段階では、パブリックコメントを中心に意見は聴取していきたいと

思っております。何分、東京都の上位計画との整合性ということで、テク

ニカルな部分が多いところもございます。抜本改定であれば、今の動きを

緻密に吸い上げていく部分があると思いますが、それは１０年に１度とい

うことで、次回の改定のときと思っております。  

会長  それから、全体の豊島区の都市づくりの方針というのが、このビジョンの前

半で、後半には地域別まちづくり方針ということで、全区を１２地域に分

けてそれぞれのまちづくり方針を描いている。この中で、先ほどのお話で

すと、不燃化特区、あるいはそれをきっかけにして、まちづくりをいろい

ろ進めている地域もあれば、余りこの５年間、そういうまちづくりの動き

はしてこなかった地域もあると。だから、結果的には、まちづくりをいろ

いろ進めてきた地域では、その５年間の動きを反映して中身が改定される。

余りそういう動きがなかった地域については、余り内容が変わらないかも

しれないということも含めて、パブコメベースで考えたいと、そういうふ

うに理解してよろしいということでしょうか。  

都市計画課長 そのとおりでございます。例えば、まちづくりが進んでいるエリアに

ついては、当然これまでの動きを反映させながら、この都市づくりビジョ

ンを変えていくことになりますが、それ以外の地域については一般論とい

うところもございますので、パブコメベースということで考えております。 

会長  よろしいでしょうか。不燃化特区１０年の切れ目みたいなところの、その先、

１０年終わった後、都はどうするつもりかとか、微妙な時期ではあるので、

その辺は少し、うまくサーチしながら、都はどういう方向で行こうとして

いるのかというのを、３方針も含めて、いろいろ出てくると思いますので、

おくれず、慌てずというようなタイミングでやらなきゃいけないかなと思

っていますので、その辺のスケジュールのやりくりは、ぜひとも一考しな

がらやっていただければと思います。よろしいでしょうか。  

（な し） 

会長  それでは、報告２については以上にさせていただきたいと思います。  
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 それでは、報告３、東長崎駅北口周辺地区まちづくりについて、この説

明をお願いいたします。 

沿道まちづくり担当課長 沿道まちづくり担当課長の小澤でございます。私のほうか

ら、報告３の資料第１号及び参考資料第１号から第５号について、ご説明

させていただきます。資料が大変多くて恐縮ではございますが、よろしく

お願いします。簡潔にご説明申し上げます。  

 それではまず、参考資料の第１号をご覧ください。豊島区防災まちづく

り概要図でございます。豊島区では、面積の約４割が木密地域と呼ばれて

おりまして、各地域でまちづくり活動を行っているところでございます。

今回ご報告申し上げます東長崎駅北口周辺地区は、豊島区の西部に位置し

ます長崎四丁目のエリアになります。  

 次に参考資料第５号をごらんください。東長崎駅北口周辺地区共同化事

業の協議会だよりでございます。両面刷りになっておりまして、まず右側

のほうをご覧ください。共同化事業の検討対象区域でございます。東長崎

駅北口周辺地区のエリアでございますが、豊島区の長崎四丁目、８番・９

番・１０番・１１番の一部と、１２番街区になります。この４街区のエリ

アを対象エリアとしておりまして、面積は約１ヘクタールでございます。  

 つづいて、裏面のほうをご覧ください。裏面の右側でございます。共同

化によるまちづくりの活動経緯でございます。概略をご説明申し上げます

と、平成２８年６月１日から平成２９年６月２９日まで、約１年間、区の

まちづくりに関する説明会ですとか地元の勉強会を通じて、共同化に対す

るまちづくり機運を高めてまいりました。また、平成２９年８月３１日に

は、非常にまちづくりの機運が醸成されていたということもございまして、

共同化に向けた協議会が設立されております。そして、平成２９年度、平

成３０年度ともに、年間約４回の協議会活動を行いまして、防災まちづく

りに対する機運の醸成を行ってまいりました。  

 資料第１号をごらんください。Ａ３の縦型になっている、本日机上配付

させていただいた資料でございまして、「東長崎駅北口周辺地区まちづく

りに関わる今後の取組み」でございます。 

 まず２０１２年、平成２４年度に、東京都のほうが「木密地域不燃化１

０年プロジェクト実施方針」を公表いたしました。これに伴いまして、不

燃化特区ですとか特定整備路線の整備等が始まったわけでございます。ま
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た、豊島区においては２０１５年の３月に都市づくりビジョンを策定いた

しました。そして、２０１５年８月には、補助１７２号線沿道長崎地区ま

ちづくり方針を定めました。さらには２０１６年の３月に、補助１７２号

線沿道長崎地区の地区計画を定めました。こういう土壌の中で、長崎地域

のまちづくりについては、区の取り組みでございますが、長崎地域全体と

して、まちづくり協議会が三つでき上がりました。一つ目は長崎四丁目地

区まちづくり協議会でございまして、こちらについては２０１４年の７月、

そして昨年の５月には「まちづくり提言」を区長に行っております。さら

に、長崎１２３丁目地区まちづくり協議会が立ち上がり、昨年の１１月に

は長崎五丁目地区のまちづくり協議会が立ち上がっております。  

 また、長崎地域の拠点であります東長崎駅、椎名町駅においても、北口

のエリアにおいて、東長崎駅については協議会、椎名町駅については現在

勉強会という形でまちづくり活動を行っております。椎名町駅については

来年度、協議会化する予定でございます。このような状況の中、長崎地域

のまちづくりは、これまでにないぐらい活発になっているというのが現状

でございます。 

 一方で、東京都の取り組みも大きく変化してきてございます。先ほども

ご報告がありましたけれども、土地利用の考え方、地区の位置づけが変化

してまいりました。２０１７年の９月に都市づくりのグランドデザインが

策定され、先月に、東京における土地利用に関する基本方針が東京都都市

計画審議会のほうに答申され、２０１９年度には都市開発諸制度の運用方

針・要綱等の改定が予定されています。このような動きが、長崎地域にど

う影響がするかと申し上げますと、長崎地区というのは、環状７号線の内

側のゾーンに位置しております。これまでは、東京都は環状６号線の内側

についてセンター・コアエリアとして位置づけていましたけども、環状７

号線の内側まで中枢広域拠点域として広げまして、木密地域の解消に向け

て、地域のポテンシャルを生かした都市開発諸制度の活用の幅が広がった

ことが大きなポイントでございます。  

 こういう地域の動きと東京都の取り組みが変化する中で、今後のまちづ

くりを進める上に当たり､既存の補助１７２号線沿道長崎地区のまちづく

り方針では、この状況にしっかりと的確な対応ができないということを考

えまして、来年度、この方針の改定を行うことにいたしました。また、そ
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の後になりますが、東長崎駅、椎名町駅の北口の周辺地区について、整備

方針として、まちづくりビジョンを来年度に策定してまいりたいと考えて

おります。長崎地域においては、これまでにないぐらい、地域の声やまち

づくりに対する機運が非常に高まっております。木密地域でもありますの

で、このタイミングをチャンスとして捉えまして、区としても積極的に、

地域と一緒になって取り組んでまいりたいと思っております。簡単ではご

ざいますが、私からの報告は以上でございます。 

会長  ありがとうございます。それでは、ただいまの報告３、東長崎駅北口周辺地

区まちづくりについて、ご質問あるいはご意見等がございましたら承りた

いと思います。いかがでしょうか。  

 最後のほうに説明があった環状６号線、山手通りから環状７号線にシフ

トしたというのが先ほどの区域マスとも大きく関連して、東京都の都市づ

くりグランドデザインの中で最も大きく変わったところです。ですから、

豊島区はこれまで山手通りの東と西で、いわば都心エリアとその周辺エリ

アに分けられていたんですけれども、豊島区の木造密集市街地は全部、都

心エリアの中の木造密集市街地という位置づけになったということで、そ

うしたことが、この長崎地区でのまちづくりの大きな背景になっていると

いうことであろうかと思います。  

 どうぞ。 

委員   最初の説明で、参考資料第５号についてあったんですけれども、これはい

つつくられたものなのか、中を開いてみますと、右側の活動経緯というと

ころで、これはもう、１年前に第４回協議会が開かれていて、その後の動

きというのがちょっとよくわからないので、そのあたりの説明をいただき

たいんですけれども、いかがでしょうか。  

沿道まちづくり担当課長 ご質問ありがとうございます。すみません、この参考資料

第５号については昨年の３月に発行したものでございまして、１年前とい

うことで、古いのですが、内容としては一番これがしっかりとしておりま

す。 

 平成３０年度は何をやっていたかと言いますと、基本的には、ここに書

いてある内容を、おさらいの意味も含めて、何回も何回も協議会の会員の

皆様にご説明申し上げているような状況でございます。  

委員   それから１７２号線、これの計画というのは、東京都の計画なわけですけ
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れども、この東長崎駅北口周辺地区ということについては、東京都は何ら

かのかかわりというのはあるんでしょうか。  

沿道まちづくり担当課長 東京都は直接かかわりはございませんけども、今回の東長

崎の共同化の対象エリアに接道する形で補助１７２号線がございます。今、

補助１７２号線の用地買収が進んでおりますけども、権利者の転居先がな

かなか見つからないという状況もございますので、できるかできないかと

いうのは、今後検討していかなければいけませんけども、今回の共同化の

計画の中で、受け皿住宅の検討や、地元の長崎十字会商店街という古くか

ら地域に根づいている商店街の店舗を入れるといった形で進めていきたい

と考えております。東京都の道路事業とは直接関係ございません。  

委員   それから、協議会が設立したのが一昨年８月ということで、１年半強は経

過していると思うのですが、権利者の方というのはどれぐらい入っている

んですか。もう皆さんここに、会に入っていらっしゃるということなんで

すか。 

沿道まちづくり担当課長 権利者の方はおおむね１００名ほどいらっしゃいます。権

利者は所有権者と借地権者になりまして、借家の方はまた別にいらっしゃ

いますけども、おおむね７割程度が参加しております。参加されていない

方もいますけど、区としては全戸、権利者全員の方と個別面談を行ってお

りまして、今、区が取り組んでいるまちづくりの内容について順次報告し

ている状況です。コミュニケーションはしっかりとっております。 

委員   今は７割ということで、今後はやはり全てに近い形で進めていくというの

が理想だと思うんですけれども、現段階で何か問題、こういうところに懸

念があるとか、そういった問題点というのがあれば教えていただきたいん

ですけれども、いかがでしょうか。  

沿道まちづくり担当課長 今、権利者の方やまちづくり協議会とも議論を重ねていま

すけども、この事業に対する直接的な反対者は、今のところお一人もいな

い状況です。ただ、具体的な建物の計画ですとか地域の公共施設、道路の

拡幅ですとか広場の整備なども今後検討してまいりますけども、まだ具体

化されていない中で、大きな目立った反対はないという状況でございます。 

 問題点というわけではないのですが、地元からは、早く進めてくれとい

う意見が結構出ております。区としては、先ほどご説明申し上げました土

地利用の方針の改定がある中で、慎重に、間違いがないように、丁寧に取
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り組んでいるつもりではございます。地域からは早く事業化に向けて進め

てほしいという要望もいただいておりますので、来年度、準備組合が設立

できるように努力してまいりたいと考えております。  

委員   それから、駅前という立地で、ここは１ヘクタールというお話でしたでし

ょうか。それで、当然、駅を利用される方もいれば、ここの近接するとこ

ろでご商売をされている方であるとか、お住まいである方であるとか、そ

ういった方々のご意見というのも当然必要になってくるんじゃないかなと

思うんですけども、その辺はどのように組み込んでいるというか、取り入

れているというか、豊島区で工夫していると思うのですが、いかがでしょ

うか。 

沿道まちづくり担当課長 基本的に、共同化の事業協議会を年４回開催しております。

それとは別に協議会のニュースなども発行しておりまして、情報提供は随

時行っているところでございます。その中で、地域の権利者ですとか店舗

の経営をされている方などから、ご意見等があれば、その都度個別に、丁

寧に対応させていただいていると状況でございます。  

委員   その協議会、会議が開かれると思うんですけれども、そこの会に入ってい

ない近隣の方であるとか区民の方が、自由に傍聴というか、オブザーバー

として参加はできるものなんですか。 

沿道まちづくり担当課長 はい。細かなルールはあるんですけども、基本的には傍聴

等は可能でございます。 

委員   それから、東長崎駅北口周辺ということの報告なんですけども、いろいろ

参考資料があります。そこで、こっちの１７２号のことについてもお聞き

したいんですけれども、参考資料第１号ということで、特定整備路線７路

線全てが網羅されているんですけれども、これは木密地域不燃化１０年プ

ロジェクトということで、最終が２０２０年度という形になっていると思

うんですが、こういう質問をしてもいいんですか。なかなか、この用地取

得状況というのが、あと２年で、まず、できないんじゃないかという状況

だと思うんですが、この辺は豊島区ではどう考えているんでしょうか。  

沿道まちづくり担当課長 委員のご指摘のとおりだと私も思っておりまして、東京都

のほうには随時、顔を合わせて打ち合わせをする機会がありますので、そ

の都度、率直な、この１０年プロジェクトの今後の行方、進捗については

確認させていただいているところでございますが、東京都として、まだ対
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外的にアナウンスできないということで、今のところ、平成３２年までに

完成させるという旗は下げていない状況です。非常に煮え切らない回答で

大変恐縮ではございますが、特定整備路線も用地買収も進めて事業化して

おりますので、今後も引き続き、計画が立てられて進んでいくものだと認

識しております。 

委員   用地取得ということで、なかなか半分も進んでいないわけなんですけども、

やはりそこの道路に面している方々が、どうやったら長年住み続けてきた

この場所に引き続き住み続けられるか、そこが見えないから、皆さん本当

にお困りだと思うんですよ。２０２０年という旗を掲げて、１０年もたた

ないうちにこんな７路線もできるのかなと、当初からそういう懸念があり

ましたけれども、もうあと２年というところで、半分も進んでいない状況、

ここからまた１０年、２０年かかるんじゃないか、そのうちに、自分の土

地、建物がどうなっていくんだろう、どうしようもないという方々が、残

りにいらっしゃると思うんですよ。そこの、もう毎日毎日ですよ、もやも

やしている方々、本当に深刻な状況に今なっていると思うんですが、道路

を提供した方もそうだと思うんですけども、ここをやはりきちんと、豊島

区だけではなくて東京都がどういうふうに接するか、対応するかというこ

とが、今ほど求められていることはないんじゃないかと思うんですけども、

どうなんですかね。本当に深刻に東京都は思っているのか、豊島区は頑張

っているとは思うんですけども、やはり東京都が主体的に動かないと、ど

うにもならないと思うんですけども、そこは豊島区としてはどう考えてい

ますか。 

沿道まちづくり担当課長 東京都もやっているんですけど、なかなか結果がついてこ

ないという現状もある中で、我々も東京都と定期的に顔を合わせて意見交

換を行っています。その場でも、平成３２年までに終わらせるという目標

を掲げているわけですから、しっかりと行うように申し上げている状況で

はございます。権利者あっての道路事業ということもありますので、しっ

かりと丁寧に、区と都が連携して取り組んでまいりたいと考えております。 

委員   私は、やっぱり一番の根本的な問題は、土地の買い取りの費用であるとか、

転宅するにしても幾ら費用が出るのか、そこが不十分だから進まないんだ

と思うんです。その点について豊島区はどう思っているのかを、改めてお

聞かせいただきたいんですけども。  
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沿道まちづくり担当課長 まず、これはやはり東京都の事業でございますので、東京

都が責任を持ってやるということが大前提ではありますが、区は特定整備

路線の沿道まちづくりを行っている立場でございますので、しっかりと権

利者と東京都の間をつなぐ役割としてやってまいりたいと考えてございま

す。 

委員   大変、本当に難しい問題だと思います。頑張っているとさっきは言いまし

たけれども、もっと頑張らないと、豊島区民がですね、ここの１７２号だ

けではなくて、もう８１号線の巣鴨なんか１２％じゃないですか。これは

本当に混乱が生じていると思いますので、東京都に、本当に厳しい対応で

迫っていただきたいと思いますので、最後にしますので、そこの部分のお

答えを下さい。 

沿道まちづくり担当課長 委員のご指摘のとおりで、権利者の方、周辺の方にとって

は本当に切実な問題、人生が大きく変わってしまう大きな問題だと理解し

ております。今後も機会があるたびにしっかりと、東京都に対して区の考

え方、地域の声をつないでまいりたいと考えております。  

委員  私、この間、予算特別委員会のときに、補助７３号と８２号のところで質問

をしたら、事業認可は平成２７年に出ている、今回のこの１７２号も平成

２７年１月に事業認可なわけですよね。だから、その事業認可から数えた

ら、そんなにまだまだ１０年プロジェクトといっても、スタートしたとこ

ろの、東京都が立ち上げた１０年とは違うんだという答弁をいただいたの

よね。だから、２７年からスタートしているんだというような答弁を私は

たしか予算特別委員会の中でいただいているのよね。ちょっと今の３２年

完成は、だから、事業認可からしたら無理なんだという答弁をいただいて

いるんだけれども、その答弁との整合性はどうなっているんですか。  

地域まちづくり担当課長 私のほうで、予算特別委員会で答弁を差し上げたので、お

答えさせていただきたいと思います。  

 確かに、１７２号線につきましては平成２７年１月に事業認可を受けま

して、それから事業を開始しているということでございます。ただ、そう

は申しましても、東京都自身、平成３２年度までに特定整備路線につきま

しては１００％整備を行うというのは当初から言っていることでございま

すので、３年とはいえども、東京都はそういう形で旗を振っている状況に

あるということでございます。  
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委員 今の１７２号のこととも連携するんですけど、私は南長崎一丁目で建設業を９

０年もやっておりますので、地元の方々がいっぱいいらっしゃるんですが、

先ほどの１７２号線もそうなんですけど、これはお金の問題もあるんです

が、基本的に、ほとんどまちが高齢化しているんですね。それで、結局お

金の問題ではなくて、動きたくないわけですよ。ですから、先ほどのお話

も出ていましたけれども、長崎四丁目から東長崎、椎名町、行かれた方は

皆さん思うと思うんですけど、もう過疎ですよ、正直なところ。私は生ま

れ育ってずっといますから、だから今回、東長崎の駅前、駅周辺、椎名町

もそうですけれども、開発がかかるということは、住民にとっては非常に

待望の部分だと思うんですけど、ただ、やはり先ほど区からお話がありま

したように、代替の場所というものをまず確保してということと、今の森

委員のお話のように、やっぱりもう高齢化しているので時間がないんです

よ。我々も、いっぱい来るのは、とにかく、代替といっても、じゃあ近く

に代替が得られるわけではない。高齢者、何十年も住んだところから埼玉

県のどこどこに行かなきゃならないとかどうとかって、それ自体がもう結

局無理なんですよね。ですから、東京都さんも、先ほどのスピードの問題

もありますけれども、これは、東京都さんは東京都さんで頑張っていただ

きたいと思いますし、東長崎、椎名町の駅周辺については、丁寧にもちろ

ん進めていくことが前提ですが、やっぱり時間軸の目標というものを上げ

ないと、結局どうなるのかという、いつになるのかという、そのゴールも

見えないでやっているということが、住民にとっては一番不安な部分とい

うのがあって、そういう意味でのご相談というのが私たちもいっぱい来ま

すし、現実に言うと、先ほどの１７２もそうですけど、用地買収で用地の

欲しいところだけは買ってもらえるけれども、例えば残りに住宅が建つと

ころだったら、それはそのお金をいただいて建てかえということもできる

んでしょうけれども、残地では住宅もできないというような状況もありま

すので、やはり今一番耳にするのは、そこから、その場所は無理ですけれ

ども、例えば区が用意をしていただいて、なるべく自分たちの環境が変わ

らない、豊島区の中なら豊島区の中で、やっぱり代替で住んでというよう

な、例えば新しいものができて、そこに戻るのかどうなのかわかりません

けれども、商業の店舗にしてもそうですけれども、そこで本当に古くから

商いをやって成り立っている店舗って、そんなにありません、数は。ほと
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んどはもう、椎名町、東長崎はチェーン店も成り立たないような場所なん

ですね。ですから、そんなようなことも含めて、時間軸を目標に上げて、

住民説明なり例えば計画なりというものを、地域で商いをしている者とし

ては、ぜひご提示していただいて、まちづくりを進めていただきたいとい

うようなことを、お願いをしておきます。  

会長  ご意見ということでよろしいでしょうか。  

委員  はい。 

会長  この不燃化特区等特定整備路線の問題というのは、まさに本質的な議論が今

なされたと思いますが、都道なので、道路は都の建設部がやられているん

ですよね。ところが、沿道のまちづくりは、区がまちづくりとして頑張ら

ないといけないと。だから、そこの連携がいかにとれるかということが最

大の課題で、先ほど、東池袋北口周辺の共同事業のところで受け皿住宅と

いう話が出ましたけれども、例えば、そこに残った土地では家が建たない

から、その土地もある意味では売って、新しい集合住宅になりますけど、

そこへ入って生活すると。そういう沿道まちづくりと道路建設に伴う区民

の皆さんの住まいの移りかえというようなことが、もっともっと有機的に

連携していくと動き出すと思います。だから、時間軸を切るという話もあ

りますが、もっと大事なのは、さっきの共同化の事業と道路建設がいかに

連携するかで、都は道路をつくるだけではなくて、いかに連携するかとい

うことが大事だろうと思います。ですから、きょうの、この報告２であら

わしているものはまさに、道路の特定整備路線とかかわって重要な取り組

みだと思いますので、そこのタイミングがずれないようにしていかないと

いけない。それで、道路を買う側から言うと、あんまり延長というのを早

く言ってしまうと、いろいろな思惑というのか、テクニカルな面も含めて

あるんだと思うんですけれども、その辺は都と区がいかに連携するかとい

うことになろうかと思います。  

 参考資料４を見ていただくと、その状況、意味がよくわかると思います

けれども、東長崎駅北口周辺のまちづくりという青い点線の部分というの

は、実は駅前じゃないんです。むしろ１７２号線の沿道整備のまちづくり

の中での共同化です。駅前の整備というのは、もう一つ別に、これから東

長崎の駅前も、駅広をどう整備するか、やっぱり駅前からタクシーに乗り

たい高齢社会ではありますから、そういう意味では、１７２号に出る道路、
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それから広場、そして道路沿道の共同化に伴う変な三角形の狭い残地も、

こういう事業がやられると有効利用ができていく。そういうような一つの

モデルになって、１７２号沿道の新しいまちづくりにつながっていくのか

なと思いますので、ぜひ都と区、これまでも連携されていると思いますが、

これまで以上に、ある意味では連携をとって、タイミングを合わせて進め

ていただければいいのかなと思います。  

 よろしいでしょうか。どうぞ。  

委員  ここの区役所のあちら側の環状５の１の道路が今つくられていますけれども、

これはもう昭和２１年に線引きをされて、具体的に事業認可が２０００年

だったかどうかという、でも具体的に工事を始めたというのはそんな前で

はなくて、結局私は改めてそのとき感じたのですが、道路をつくるという

ことは、そんなに簡単なことではないと。 

 それから、この道路、環状５の１に関しては、もう本当に、いわゆる２

代目の、最初にかかわっていた方々がもう亡くなられて、次の息子さんた

ちとか娘さんたちが、この道路をどういう形にしたらいいんだろうかとい

うことを相当論議して、で、やっと工事が始まったと。それでも部分的に

なかなか納得できないというようなところもあって、そう簡単には進んで

いないというのが今の現状だろうというふうに思うんです。そういう立場

で、私はだから、道路というのは本当に大変なんだということを、何十年

とかかわってきた経過の中では肌で感じています。  

 それから、道路になるからということで土地を買収された方々、それで、

地域の中でも、もう既に話題になっていますけれども、いろんな関係で亡

くなられた方は１０本の指を減らないというようなことも、まちの中では

話題になっています。それだけ道路づくりというのは、住んでいる方々に

とっては大変大きな問題だろうというふうに思っているんですけれども、

そういう点では、この豊島区の中で木密の７道路、しかもそれが１０年と

いうような、そういうようなスパンで道路の建設を考えること自体、私は、

本当に無謀だなという思いを改めて今持っているんですけれども、そこら

辺に関しては、区のほうは、どういうふうにお考えなんでしょうか。  

沿道まちづくり担当課長 道路事業、本当にご指摘いただいたとおり、なかなか計画

を策定しても計画どおりいかないものでございますし、権利者の方の生活

も、人生をも変えてしまうような、大きな公共事業であると思っておりま
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す。ただ、区としましては、木密地域の改善のためには延焼遮断帯の形成

はとても大事でございまして、特定整備路線は、延焼遮断を防止するため

の都市機能を十分有しておりますので、進め方の課題というのは多くある

かと思いますけども、区としましては、東京都と密に連携をとりながらま

ちづくりを進めてまいりたいと考えております。  

委員  いわゆる延焼遮断帯とか木造密集地域を改善していくという基本的な対応と

いうのはわかるんですけども、ただ、個々の区民の方々の、財産そのもの

を変えていくというか、そういうところに直接関係してくるわけなので、

私は、そもそも論だけではなくて、具体的にどうするか、昨日も環状５の

１等の関係では、きちんと提供された代替地に転居ができてよかったとい

うので、もともと防災公園をつくる予定のところに今３軒のおうちの方が

代替地として提供されて住んでいらっしゃいますけれども、こういう代替

地が近場に提供されたから自分たちもやれたというような生の声を、たま

たま聞いてきました。そういう点では、まだ環状５の１をやるときには、

代替地の問題というのは結構大きな課題として東京都も対応してくれてい

たんですけれども、これだけ特定整備路線をつくっていくんだというふう

になっていくと、代替地の提供自体も本当に難しくなってくるんじゃない

かなという思いも正直言ってあります。そういう点では、早くしなければ

という部分というのはあるかもしれませんけれども、やっぱり住んでいる

人たちがどういうふうに補償されるのかという視点を、やっぱり区は、私

は、絶対忘れてはならないし、それから、道路になって、直接道路にかか

わらなかった人たちも生活形態がすごい変わってくるので、お店をやって

いても、そのお店を今度は向こうの場所に移さざるを得なくなってくると

か、いろんなことが、やっぱりこの間の経験の中でも出されているのも事

実です。やっぱりそういう経験の中でも、区の担当の方々は学んでいただ

きたいというふうに思っています。  

 それで、もう一点だけ伺いたいんです。もう一つ伺いたいことは、共同

化による事業手法の種類というのがこの参考資料第５号の中に入っていま

す。この中で、いわゆる市街地生活の共同化なのか、それから再開発なの

かを法定事業でやるのかというようなこと、これから選択をするというふ

うになっていますけれども、ここら辺に関しては、今、どの程度の進捗状

況なんでしょうか。 
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沿道まちづくり担当課長 参考資料第５号の左上に書かれております共同化の事業手

法でございますが、防災街区整備事業で進めることを想定しています。事

業手法としては、市街地再開発事業、防災街区整備事業の２種類が考えら

れますけども、この東長崎のエリアについては木密地域ということもござ

いまして、この地域で防災街区整備事業を適応することで、国の補償金が

かなり厚くつくということもありますし、市街地再開発事業ほど、規模が

余り大きくなくても、密集市街地の改善のために進めるということであれ

ば進められるということもございますので、防災街区整備事業の予定で、

動いております。 

委員  これもご存じだと思いますが、今、東池袋四丁目のＣ街区のところでは、木

密対策ということで共同化事業が突然提案をされて、区民の人たちが住ん

でいるところの直近のところに１４階建てが建つと。木密対策は重要だし、

それから家を建て直しができないというような人たちのためには共同化も

必要だということは理解できても、なんで１４階建てが必要なのかという、

そういう声がすごく大きくなって、この間、区長に対する申し入れも住民

の方々はなさいました。 

 それで、現在、もう一度見直しをする、それから、ことしの５月には新

たに、その共同化による、どういうものをつくっていくのかという提案が

されるというふうには聞いているんですけれども、やっぱり共同化でやる

方向だというお話ですけれども、その共同化で具体的にどういうイメージ

になっていくのかというようなことを含めて、やっぱり地元の方にはきち

んとお示しをして、それで了解できるのかどうかということを十分論議し

た上で取り組んでいただきたいというふうに私は思いますので、これは要

望です。 

 ぜひよろしくお願いします。  

会長  よろしいでしょうか。これまで豊島区で進めてきたまちづくりの中で、一番

動きがあり、また地元の皆さんも熱心に取り組まれてきたのが、この長崎

地区だと思います。５年間でここまで動いてきたということを見ると、恐

らく過去の事例から言うと随分動いているなというのが実感です。ただ、

先ほどお話がありましたように、高齢化が進んでいることも含めれば、な

るべく早く、もっと早くという話もあろうかと思います。それらも含めて、

きょう出てきた２番目の報告で言うと、こうした動きを踏まえてきちっと
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都市マスの中に位置づけて、かつ都と連携して、道路づくりとまちづくり

が、補助を合わせて進んでいけるようにするということを含めて、ほかの

地域でもたくさん豊島区は特定整備路線の整備もしておりますし、不燃化

特区の取り組みも、網がかかっている地区があるわけですから、そういう

地区のモデルになるような歩みが今後できていければいいなと思っており

ますので、きょういただいた意見を十分参考にしていただきながら、一層

の努力をお願いしておきたいというふうに私も思います。  

 本日予定しておりました議事は全て終わりました。熱心に議論いただい

て、貴重なご意見もいただきまして、ありがとうございました。  

 最後に、事務局より連絡事項がありましたら、お願いしたいと思います。 

都市計画課長 ご熱心な議論、どうもありがとうございました。  

 次回の都市計画審議会でございますが、年度が変わりまして、７月の上

旬を予定しております。今回、委員の皆様、任期は２年でございますので、

来年度も引き続きよろしくお願いします。７月の上旬、日程、場所、詳細

が決まりましたら、別途ご連絡をさせていただきたいと思います。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

会長  ７月上旬ということで、すごく暑くなる季節かなと思いますが、あっという

間に来そうな気もしますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 それでは、事務局からのお知らせは以上ということでございます。  

 それでは、第１８３回豊島区都市計画審議会を以上で終了させていただ

きたいと思います。皆さんから、長時間にわたり熱心にご審議いただき、

貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。お疲れさまで

した。 

（閉会 午後７時３５分） 

 



会議の結果 

報告１ 

池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の見直しについて  

報告２ 

区域マスタープラン及び豊島区都市づくりビジョンの改定について  

報告３ 

東長崎駅北口周辺地区まちづくりについて  

提出された 

 

資 料 等 

報告１に関する資料 

・資料第１号  池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の見直しについて  

・参考資料第１号  池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の見直し説明

会資料  

・参考資料第２号  池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画の見直しアン

ケート 

・参考資料第３号  池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画パンフレット 

 

報告２に関する資料 

・資料第１号  都市計画区域マスタープランの改定について  

・資料第２号  豊島区都市づくりビジョンの改定について 

・参考資料第１号  都市づくり専門部会について 

 

報告３に関する資料 

・資料第１号  東長崎駅北口周辺地区まちづくりに関わる今後の取組み   

・参考資料第１号  豊島区防災まちづくりの概要図  

・参考資料第２号  補助１７２号線沿道長崎地区まちづくり方針  

・参考資料第３号  補助１７２号線沿道長崎地区地区計画パンフレット 

・参考資料第４号  長崎地区のまちづくり状況図  

・参考資料第５号  東長崎駅北口周辺地区共同化事業協議会だより  

 

その他  

 

 

 


